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平成２８年度第３回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：平成２８年５月９日 

                     担当部・課：教育委員会学校管理課〔内線５０３２〕 

① 件  名 

 

 石巻市東学校給食センターの設置について 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  東日本大震災により湊学校給食センター及び渡波学校給食センターが被災し使用不能となり、暫

定的な代替施設として、東松島市から施設（旧矢本学校給食センター）の無償譲渡を受け石巻西学

校給食センターとして運営している。 

【目的】 

石巻市東学校給食センターの設置により、児童生徒に安全で安心な、そして栄養バランスのとれ

たおいしい学校給食を提供するため、被災した両施設を統合し、石巻市東学校給食センターとして

新たに開設する。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 石巻市学校給食センター条例 

【〔総合計画との整合性 震災復興計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 １ 震災復興基本計画 「施策大綱４ 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる」 

            －「未来の人を育てる」－「学校教育・社会教育施設等の復旧・復興」－ 

            「学校教育施設等の復旧・復興」 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 平成 25 年 9 月 30 日：平成 25年石巻市教育委員会第 9回定例会において、（仮称）石巻東学校給食 

センター基本計画を決定 

 平成 25年 10月 17 日：平成 25 年第 14 回庁議において、（仮称）石巻東学校給食センター基本計画 

を報告 

平成 28 年 2 月 29 日：平成 28年石巻市教育委員会第 2回定例会において、石巻市学校給食センタ 

ー整備基本構想を決定 

平成 28 年 3 月 7 日：平成 27年度第 23回庁議において、石巻市学校給食センター整備基本構想を 

           報告 

平成 28 年 4 月 28 日：平成 28年石巻市教育委員会第 4回定例会において、正式名称を「石巻市東 

学校給食センター」にすることに決定 
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⑤ 主な内容 

【東学校給食センターの概要】 

(1) 位置  石巻市明神町一丁目１８番２７（住居表示については、現在調整中） 

(2) 規模等 

① 敷地面積：8,450 ㎡ 

② 構造・階層・整備面積：鉄骨造 2 階建、床面積 3,341 ㎡ 

③ 給食提供能力：7,000 食／日 

④ 受配校・食数：小学校 16 校、中学校 9 校、供給食数はおよそ 6,800 食の予定。 

⑤ 特色：アレルギー食専用の調理室を用いて、食物アレルギー対応給食の提供を行う。このこと

により、食物アレルギーの児童生徒も一緒に給食が食べられる共食を実施。また、災害時の炊

き出し拠点としての機能も備える。 

(3) 運営方法 

 当面は直営で運営する予定である 

(4) その他 

 東学校給食センターの開設に伴い、牡鹿学校給食センター及び石巻西学校給食センターは廃止

する。 

 なお、石巻西学校給食センターは廃止後に解体し、東松島市から無償貸与されている土地を返

還する。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 
 

新たな施設の整備に伴い、衛生環境の整った施設の中での調理が可能となり、より安全・安心な

学校給食を児童生徒に提供することができる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 
 
 他市町村のアレルギー対応給食実施状況  

 仙台市（野村学校給食センター） 実施日：平成 20 年 4 月～ 

（民間委託）      提供数：27 食 

 

仙台市（高砂学校給食センター） 実施日：平成 22 年 4 月～ 

    （民間委託）      提供数：28 食 

 

東松島市学校給食センター    実施日：平成 24 年 4 月～ 

   （民間委託）       提供数：5 食 

  

名取市学校給食センター     実施日：平成 22 年 8 月～ 

   （民間委託）        提供数：28 食 

 

富谷町学校給食センター     実施日：平成 24 年 4 月～ 

      （直営）         提供数：34 食 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

平成２８年５月         ：建設工事完了予定 

平成２８年５月～８月   ：備品・消耗品の搬入 

平成２８年６月         ：石巻市議会第 2 回定例会に「石巻市学校給食センター条例」の一部改正

提案（平成 28 年 8 月 1 日施行） 

平成２８年７月～８月   ：開設準備及び試運転 

平成２８年８月         ：東学校給食センター開所 

牡鹿学校給食センター及び石巻西学校給食センター廃止 

平成２８年８月（２学期）：給食提供開始 

平成２９年１月（３学期）：アレルギー対応給食提供開始 

⑨ その他 
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